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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月4日(2015.2.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脳血液動態測定装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサであって、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　対象者の脳と関連付けられた第１の信号を受信することであって、前記第１の信号は
、前記対象者の脳の血液動態特性を示す、ことと、
　　前記対象者の脳と関連付けられた第２の信号を受信することであって、前記第２の信
号は、前記対象者の脳の血液動態特性を示す、ことと、
　　前記第１の信号および前記第２の信号を４０ｍｓ以内に相互に同期させることと、
　　前記同期された第１の信号と前記第２の信号との間の少なくとも１つの差を決定する
ことと、
　　脳動脈閉塞の変化を診断するための情報を出力することと、
　を行うように構成される、プロセッサ、
を含む、脳血液動態測定装置。
【請求項２】
　前記第１の信号は、前記対象者の脳の第１の脳半球の血液動態特性を示し、前記第２の
信号は、前記対象者の脳の第２の脳半球の血液動態特性を示す、請求項１の脳血液動態測
定装置。
【請求項３】
　同期することは、心臓周期のうち少なくとも一部について行われる、請求項１の脳血液
動態測定装置。
【請求項４】
　同期することは、心臓Ｒ波について行われる、請求項３の脳血液動態測定装置。
【請求項５】
　４０ｍｓ以内に同期することは、０．１ｍｓ以内に同期することを含む、請求項１の脳
血液動態測定装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは、前記第１の信号および前記第２の信号それぞれの中の少なくとも１
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つのシグネチャーフィーチャを検出するようにさらに構成される、請求項１の脳血液動態
測定装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのシグネチャーフィーチャは、前記第１の信号および前記第２の信
号について少なくとも１つのピークおよび少なくとも１つの最小値を含む複数のシグネチ
ャーフィーチャである、請求項６の脳血液動態測定装置。
【請求項８】
　前記複数のシグネチャーフィーチャは、前記第１の信号および前記第２の信号について
、第１のピーク、第２のピーク、第３のピーク、第１の最小値、第２の最小値および第３
の最小値を含む、請求項７の脳血液動態測定装置。
【請求項９】
　前記同期された第１の信号と前記第２の信号との間の少なくとも１つの差は、前記第１
の信号中の少なくとも１つのシグネチャーフィーチャと、前記第２の信号中の少なくとも
１つのシグネチャーフィーチャとの間のタイミング遅延である、請求項６の脳血液動態測
定装置。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、前記同期された第１の信号と第２の信号との間の前記少なくとも１
つの差の経時的変化に基づいて、神経状態を診断するための情報を出力するようにさらに
構成される、請求項１の脳血液動態測定装置。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、前記第１の信号および前記第２の信号が受信されたときに前記第１
の信号および前記第２の信号をリアルタイムで同期させるようにさらに構成される、請求
項１の脳血液動態測定装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、
　前記第１の信号および前記第２の信号をメモリ中に保存することと、
　前記第１の信号および前記第２の信号を非リアルタイムで同期させることと、
　を行うようにさらに構成される、
請求項１の脳血液動態測定装置。
【請求項１３】
　脳動脈閉塞の変化を診断するための情報は、虚血性脳卒中の存在を診断するための情報
を含む、請求項１の脳血液動態測定装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、虚血性脳卒中の存在の診断に基づいて出血性脳卒中の不在を診断す
るようにさらに構成される、請求項１３の脳血液動態測定装置。
【請求項１５】
　神経状態の診断方法であって、
　対象者の脳と関連付けられた第１の信号を受信することであって、前記第１の信号は、
前記対象者の脳の血液動態特性を示す、ことと、
　前記対象者の脳と関連付けられた第２の信号を受信することであって、前記第２の信号
は、前記対象者の脳の血液動態特性を示す、ことと、
　前記第１の信号および前記第２の信号を４０ｍｓ以内に相互に同期させることと、
　前記同期された第１の信号と前記第２の信号との間の少なくとも１つの差を決定するこ
とと、
　前記同期された第１の信号と前記第２の信号との間の少なくとも１つの差に基づいて、
神経状態を診断するための情報を出力することと、
を含む、方法。
【請求項１６】
　前記第１の信号は、前記対象者の脳の第１の脳半球の血液動態特性を示し、前記第２の
信号は、前記対象者の脳の第２の脳半球の血液動態特性を示す、請求項１５の方法。
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【請求項１７】
　同期することは、心臓周期のうち少なくとも一部について行われる、請求項１５の方法
。
【請求項１８】
　同期することは、心臓Ｒ波について行われる、請求項１７の方法。
【請求項１９】
　４０ｍｓ以内に同期することは、０．１ｍｓ以内に同期することを含む、請求項１５の
方法。
【請求項２０】
　前記第１の信号および前記第２の信号中の少なくとも１つのシグネチャーフィーチャを
検出することをさらに含む、請求項１５の方法。
【請求項２１】
　前記第１の信号および前記第２の信号中の少なくとも１つのシグネチャーフィーチャを
検出することは、前記第１の信号および前記第２の信号について少なくとも１つのピーク
および少なくとも１つの最小値を含む複数のシグネチャーフィーチャを検出することをさ
らに含む、請求項２０の方法。
【請求項２２】
　前記複数のシグネチャーフィーチャは、前記第１の信号および前記第２の信号について
、第１のピーク、第２のピーク、第３のピーク、第１の最小値、第２の最小値および第３
の最小値を含む、請求項２１の方法。
【請求項２３】
　前記同期された第１の信号と前記第２の信号との間の少なくとも１つの差は、前記第１
の信号中の少なくとも１つのシグネチャーフィーチャと、前記第２の信号中の少なくとも
１つのシグネチャーフィーチャとの間のタイミング遅延である、請求項２０の方法。
【請求項２４】
　神経状態を診断するための情報を出力することは、前記同期された第１の信号と第２の
信号との間の前記少なくとも１つの差の経時的変化にさらに基づく、請求項１５の方法。
【請求項２５】
　前記第１の信号および前記第２の信号が受信されたときに前記第１の信号および前記第
２の信号をリアルタイムで同期させることをさらに含む、請求項１５の方法。
【請求項２６】
　前記第１の信号および前記第２の信号をコンピュータメモリ中に保存することと、
　前記第１の信号および前記第２の信号を非リアルタイムで同期させることと、
をさらに含む、請求項１５の方法。
【請求項２７】
　脳動脈閉塞の変化を診断するための情報は、虚血性脳卒中の存在を診断するための情報
を含む、請求項１５の脳血液動態測定装置。
【請求項２８】
　前記プロセッサは、虚血性脳卒中の存在の診断に基づいて、出血性脳卒中の不在を診断
するようにさらに構成される、請求項２７の脳血液動態測定装置。
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